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Ⅰ はじめに

高齢者が被害者となる消費者問題は，日々報道でも取り上げられ，相談件数
も増加傾向にある１。特に，いわゆる次々販売で繰り返し被害に遭ったり，投
資詐欺などの被害者が損害を取り戻せると誘われて二度目の被害に遭ったりと
いうことも問題となっており（独立行政法人国民生活センター相談情報部
２０１２：５頁），新しい被害類型が生まれるばかりで被害が減少する傾向はみら
れないのが現状である（守屋２０１４：１頁）。

これまでも指摘されてきたように，高齢消費者には，「お金」「健康」「孤独」
といった不安があり（独立行政法人国民生活センター相談情報部２０１２：４頁），
そこにつけ込まれやすいうえに，草地（２０１０a）（７８）頁で指摘したように，高齢
者に特有の司法アクセス障害もあり，困ったときに相談しにくいという事情が
ある。草地（２０１０b）で，地域包括支援センターを窓口とした「公私協働型ネッ
トワーク」による高齢消費者被害の発見と救済を進める必要があるとの試論を
示したが，あまり状況は改善されていないように感じる。

ただ，この６年ほどの間に，消費者被害を減少させるための対策が何ひとつ
おこなわれなかったというわけではないであろう。各地でのネットワーク構築
はもちろん，法改正など，多様な対策をおこなってなお，被害が増加するほど，

１ 国民生活センターHP（http:／／www.kokusen.go.jp／soudan_now／koureisya.html）
を参照。

６７高齢消費者被害救済の現状と展望



悪質な業者による詐欺的商法の手口が巧妙化しているということであると思わ
れる。

本稿では，近年，どのような方法で高齢消費者被害に対する予防や救済がお
こなわれてきたのかをまとめたうえで，守屋＝仁木＝草地＝一藁（２０１３）で公表
した地域包括支援センターを対象としておこなったアンケート調査（以下，「基
本集計表」という。）の内容に触れつつ，今後，高齢消費者の被害を減少させ
ていくためにどのようにしていくべきかについて，検討する。

Ⅱ 高齢消費者被害救済のためのネットワークの現状

高齢消費者の被害を減らすためには，「見守り」が必要であるということは，
広く認識されてきている。いくつかの動向をみておく。

⑴ 高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会
埼玉県で発生した悪質住宅リフォーム事件（草地２０１０a：（７８）頁）をきっか

けに，内閣府が「高齢消費者見守りネットワーク連絡協議会」を設置した。そ
の後，この連絡協議会は２００７年に「高齢消費者・障害消費者見守りネットワー
ク連絡協議会」となり，現在は消費者庁の所管となっている。この協議会は「高
齢者及び障害者の消費者トラブルに関して情報を共有するとともに，高齢者及
び障害者の周りの方々に対して悪質商法の新たな手口や対処の方法などの情報
提供等を行う仕組みを構築することを目的」として開催されている２。

高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会は，２００７年３月２０日
付で「高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止に向けて」３を公表している。
この中でも，「経済的虐待をくい止め，高齢者や障害者の暮らしの安全・安心
を護るためには，高齢者や障害者の家族が問題意識を高めるとともに，高齢者
や障害者と日頃接する機会の多い様々な立場の方々が普段の活動の中で高齢者
や障害者の様子を気にかけ，くらしの中の変化に気付いたら迅速に行動してい
くことが重要である」とされている。

２ http:／／www.consumer.go.jp／seisaku／kaigi／mimamori／index.html，http:／／www.
caa.go.jp／information／koureinet.html参照。

３ http:／／www.consumer.go.jp／seisaku／kaigi／mimamori／file／２００７torublebousi.pdf
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具体的な方策として，まず，「高齢者・障害者見守りネット」を構築し，悪
質商法早期警戒情報の提供をすることが挙げられている。すなわち，「消費生
活相談の現場と高齢福祉及び障害者との現場とをつなげるネットワークを構築
し，高齢者及び障害者の消費者トラブルの予防，早期発見，活動防止に当た
る」ことが示されている。普段の業務や見守りの中で，民生委員やヘルパーが
キャッチした悪質商法に関する情報を提供してもらい，それらは消費生活セン
ターなどから随時，電子メールによって，協力が可能な他の民生委員やヘル
パーに相談者や事業者が識別できない形で提供され，日々の見守りに役立てら
れる。この情報は，新規性，拡大性，多発性，悪質性，重篤性などといった観
点から，警戒を要すると思われる事例が消費生活センターなどの経験から選ば
れている。

次に，「高齢者や障害者の家族，高齢者や障害者の周りの方々，近隣の住民
等への啓発活動を担う高齢者・障害者見守りボランティアの育成に当たるこ
と」が挙げられている。従来から，民生委員やヘルパーなど消費者の身近にい
て見守る業務をしている人々に対してシンポジウムが開催されたり４，「高齢者
の消費者トラブル 見守りガイドブック」５や高齢者向けリーフレットが配布さ
れたりといった啓発活動はおこなわれてきたが，それに加えて，高齢者やその
家族に対しても見守りガイドブックなどを使った啓発活動をおこない，高齢者
自身や，その家族に，啓発活動の担い手となってもらうように呼びかけるとい
う方策のようである。見守り支援をおこなっている人々は，多忙な日々の業務
のかたわら，見守りのために多くの勉強をし，熱心に活動をおこなっている。

４ たとえば埼玉県には消費生活支援センターが４か所あるが，２０１３年にそのすべて
で，消費生活支援センター職員，民生委員，市町村職員，地域包括支援センター職
員などを対象としたシンポジウムが開催され，筆者も「地域の見守りで高齢者の被
害を防ぐ」と題して講演をおこなった。こちらから一方的に講演するだけではなく，
普段の業務の中で高齢者やその家族と密接に関わる職に就く人々と熱心に議論した
り，実際に経験した事例に関する情報提供などを受けたりすることができ，有意義
な機会であった。座席を「各市町村ごと」にしたことで，これまでネットワーク構
築をしてこなかった市町村でも，担当者の顔が見えることで，今後の見守り活動が
よりスムーズにおこなわれることが期待できた。

５ このガイドブックはhttp:／／www.caa.go.jp／policies／policy／consumer_education／
public_awareness／advanced_age_guide_２００９.htmlでダウンロードすることができる。
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地域に暮らす当事者たちが，自分たちの力で被害を予防し，また，近隣住民に
も予防の方法を広めることができれば，民生委員やヘルパーの負担を減らしつ
つ，高齢消費者の被害を減らす一助となるかもしれない。

法整備や救済手続きの整備だけでなく，このような取り組みを広げることで
「高齢者・障害者見守りのまち」づくりを進め，特色ある見守り活動などつい
ての情報共有をすることができ，地域一体となって見守り活動をおこなうこと
が目指されているのである。

消費者庁は，これ以外にも，２０１３年４月２６日付で「高齢者の消費者トラブル
の防止のための施策の方針」６を公表している。この中でも，高齢者の消費生活
相談が増加し続けており，「この背景には，消費者行政機関等による様々な注
意喚起が高齢者自身に届いていなかったり，悪質事業者が次々と新たな手口で
勧誘を行っていたりすることなどが考えられる」と確認したうえで，「同じ消
費者が何度も被害に遭わないよう地域における見守り体制を強化する」として
いる。具体的には，各都道府県において，ケアマネージャーやヘルパーに対し
て高齢者の権利擁護や消費生活センターとの連携に関する知識を向上させるた
めの研修を実施することや，ひとり暮らしの高齢者を見守るネットワークづく
りなど，全国各地でおこなわれている地域における見守りの先進的取組みの情
報を収集し，各地方自治体に提供することで，普及促進を図ることなどが挙げ
られている。

⑵ 日本弁護士連合会による意見書
続いて２０１３年１２月１９日付で，日弁連が全国知事会及び市町村長会などに宛て

て，「高齢者の消費者被害の予防と救済のためのネットワークづくりに関する
意見書」７を公表した。この意見書は，まず，「高齢者の消費者被害の予防と救
済のためには，高齢者の生活に密着したところで活動している人々（地域包括
支援センター，社会福祉協議会，介護事業関係者，民生委員，自治会関係者，
地域ボランティアなど）に被害発見の担い手（見守り者）となってもらい，速
やかな消費生活相談につなげていく対応を行える関係を確保することが重要で

６ http:／／www.caa.go.jp／adjustments／pdf／１３０４２６honbun２.pdf
７ http:／／www.nichibenren.or.jp／library／ja／opinion／report／data／２０１３／opinion_

１３１２１９.pdf
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あ」り，また，「高齢者及び見守り者に対して，予防のための注意を喚起し，
情報を迅速かつ確実に提供し続けていくことも必要である」との認識を示して
いる。

そのうえで，市町村に対しては，「高齢者の消費者被害の予防と救済のため
に，既に存在する地域包括ケア実施のためのネットワーク等を利用し，行政に
おける消費生活部門と高齢者福祉部門とが連携して，警察を含めた行政と，高
齢者の生活に密着して活動する民間関係者が連携・協働する実効的な高齢者の
見守りネットワークづくりに取り組むこと」を求めている。都道府県に対して
は，「各域内の市町村が実効的なネットワークづくりを行うために，それに必
要な情報や資料を提供し，また，ネットワークづくりのためのガイドラインを
提供する」ことなど，市町村の施策に対する協力や支援等に取り組むことを求
めている。

特に，前者について，「高齢被害者の救済をするためには，単に相談体制（受
動的なもの）の拡充や取締りの強化をするだけでは十分ではな」く，「市町村
は，介護保険制度で取り組まれている地域包括ケア実施のために構築されてい
るネットワークや自治会活動などで高齢者の身近で活動している人たちに，継
続的なつながりを持った形で，悪質商法やその被害状況などに関する注意喚
起・情報提供を行うとともに，見守り活動に向けた研修等を行い，『見守り者』
としての協力を得て（『協力機関』『見守りサポーター』等としての登録を行う
など），高齢者に対する注意喚起を分かりやすい形で日常的に行い，そのよう
な活動を通じて高齢者の身近にいる人たちが，被害を早期に発見して（被害等
の徴候の『気づき』），これを地域包括支援センター，消費生活センターや警察
署に相談・通報し，実効的な解決策を求めて相談したり，関係機関が相互に連
携し的確に対処できる仕組みづくりをして，このネットワークを実効的に機能
させることが不可欠である」という。ネットワーク構築において最も重要なこ
とは，「継続的なつながり」であると考える（草地２０１０b：（１３１）頁）ので，こ
の指摘は，首肯できるものである。

また，日弁連自身も，「各弁護士会と連携し，高齢者の消費者被害の予防と
救済のための見守りネットワークづくりへの参加・協力，見守り活動のための
研修への講師派遣，高齢者向けの相談体制の整備等，ネットワークづくり及び
その活動に可能な限りの支援・協力を行う」との決意を表している。これを受
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け，実際の動きとして，たとえば東京三弁護士会では，２０１４年１２月１１日，「東
京２３区長に宛て『高齢者見守りネットワーク』の整備充実に関する要望書を執
行し，各弁護士会に担当区を決めて，各区担当者を訪問し，具体的な施策を要
望」し（中城２０１５：５５頁），大阪弁護士会では，２０１４年２月６日，大阪府下の
各自治体に宛てて，「高齢者の消費者被害予防と救済のための見守りネット
ワークづくりに関する要望書」を執行したとのことである（吉田２０１４：２０１頁）。

以上のように，行政や法律専門家が主導して高齢消費者被害救済のための公
私協働型ネットワークの構築が進めば，消費者被害の予防はもちろん，残念な
がら被害が発生しまったとしても，事後的な救済ができるとともに，他の消費
者が同種の被害に遭わないように対策を講じたり啓発活動をしたりすることも
可能となり，悪質消費者被害を減らしていくための効果的な手法となろう８。

Ⅲ 高齢消費者とネットワークをつなぐ人々

実際にネットワークの大部分を担うのは，行政や法律専門家ではなく，高齢
者の身近に居て，定期的に見守りをすることができる人々である。そのような，
高齢者と被害救済のためのネットワークをつなぐ人々について，アンケート調
査の結果を参照しながらみておく。

⑴ 基本集計表の概要
基本集計表によって公表したアンケート調査について振り返っておく。
本アンケート調査は，「高齢者への支援問題，特に高齢者が被害者となりや

すい消費者問題に対する地域包括支援センターの取り組みの実態と，高齢者の
権利擁護および消費者問題への対応のあり方について，センター職員の方々の
意見を伺うことを目的として」２０１２年におこなったものである。９９９か所の地
域包括支援センターに回答への協力を依頼し，４５４件の回答を得た。

さて，アンケートの回答でもっとも目を引くのは，「問２０ センター外の専

８ すでに動き始めているネットワークとしては，たとえば大阪府和泉市の「消費者
被害防止ネットワーク」（吉田２０１４），東京都の「新宿区悪質商法被害防止ネットワー
ク」や「府中市高齢者見守りネットワーク事業」（坂井２０１５），３市町内で広域的な
連携をとる愛媛県松前町，砥部町，東温市のネットワーク（石丸２０１６）などがある。
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門家や機関との間でいつでもすぐに協力し合える連携関係（ネットワーク）は
現在構築されていますか。また，今後構築する計画がありますか。もっともあ
てはまるものを一つだけ選んでください。」という問いに対する回答である。
【表１】によると，「すでに構築されている」が２６．４％，「現在，構築中であ

る」で２７．６％であり，合わせると５４．０％となって，半数を超える。もちろん，
ネットワーク構築が全国で展開され，実効的に運用されているとすれば，望ま
しいことではあるが，この数値は，草地（２０１０a）と草地（２０１０b）を公表した頃
や，その後，アンケート調査票を作成するための予備的調査として２年弱をか
けて全国各地の消費生活センター，法テラス，弁護士会や司法書士会，地域包
括支援センター，市町村の福祉課など，実際の現場で働く人々に直接インタ
ヴューをおこなった際には感じられなかった高い割合である９。

そこで，別の回答に目を向けてみる。「問２４ 最後に，貴センターの規模等
についてお尋ねします。⑤貴センターの種類を教えてください。」との問いで
ある。これは，地域包括支援センターの運営主体を問うものである１０。
【表２】によると，回答した地域包括支援センターのうち，「自治体直営型」

９ 草地（２０１０b）（１２６）頁参照。なお，アンケート調査票の末尾で個別訪問をお願いし
たところ，いくつかの地域包括支援センターが応じてくださった。その中で，岡山
県Ｃ市のとあるセンターでうかがった話として，興味深い回答があった。それまで
のインタヴュー調査では，弁護士や司法書士などの法律専門職との関係性を構築す
ることが困難であるが，消費生活センターとの関係は良好であるとの回答が多かっ
たが，このセンターでは，少し事情が違い，「消費者被害の解決はスムーズにはい
かない，本人のための良い結果は生まれていないという印象」を持っており，あま
りやりがいが感じられないということであった（アンケート問８に関連）。特に問
題解決に当たっての消費生活センターとの電話対応で，「協力的ではない」と感じ
ることがあるようだ。消費者問題に関する高齢者向けの啓発活動も以前は消費生活
センターに依頼していたが，最近は少し距離感が生まれているそうである。このセ
ンターの事情が，他のセンターにも当てはまるわけではないであろうが，興味深く
感じたのは，その理由として，「消費生活センターと包括支援センターは双方とも
に，互いの役割を理解できていないことが一因ではないか」とおっしゃっていたこ
とである。各機関や各専門家は日々の業務で多忙であり，新しい負担をかけること
は困難であることは指摘したが（草地２０１０b：（１３０）頁），ネットワークを形成する
以前に誤解などから歩み寄れないのであれば，非常に残念である。その場合にも，
間に立つ存在（市町村の関係部署に委ねることになるであろうが）によって理解し
合える場をつくることこそが，ネットワークを構築するということではないか。
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が４５．９％，「委託型」が５４．１％となっている。厚生労働省が２０１２年４月に公表
した資料によれば，全国の地域包括支援センター４，３２８か所１１において，「自治
体直営型」は約３割，「委託型」は約７割となっている１２ため，それと比較する
と，本アンケート調査の回答者の割合は，「自治体直営型」が全国割合の１．５倍

【表１】 問２０ センター外の専門家や機関との
間の連携関係（ネットワーク）構築状況

回答数 ％

すでに構築されている １１９ ２６．４％

現在，構築中である １２４ ２７．６％

現在，検討中である １３２ ２９．３％

検討していない ６８ １５．１％

その他 ７ １．６％

合 計 ４５０ １００．０％

１０ 地域包括支援センターの分類については草地（２０１０b）（１２４）頁参照。

【表２】 問２４―⑤ センターの種類

回答数 ％

自治体直営型 ２０８ ４５．９％

委託型

社会福祉法人 １１９ ４８．６％

社会福祉協議会 ６４ ２６．１％

医療法人 ４１ １６．７％

社団法人 ８ ３．３％

財団法人 ６ ２．４％

株式会社等 ３ １．２％

NPO法人 ２ ０．８％

その他 ２ ０．８％

小 計 ２４５ ５４．１％

合 計 ４５３ １００．０％
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【表３】 問２０ 専門家や他機関とのネットワーク構築の有無と
問２４―⑤ センターの種類のクロス表

問２４―⑤センターの種類
合計

自治体直営型 委託型

問２０ 専門家や他機関
とのネットワーク構築
の有無

構築されている ７１ ４８ １１９

構築中である ３８ ８５ １２３

検討中である ５７ ７５ １３２

検討していない ３７ ３１ ６８

合 計 ２０３ ２３９ ４４２

p＜０．０００

となっている。
そこで，この２つのデータをクロス分析してみる。その際，無回答や複数回

答のもの，そして問２０の「その他」は欠損値とした。

【表３】のようなクロス表が得られ，これをカイ２乗検定を用いて検定した
結果，２つのデータの間には有意差が認められた（p＜０．０００）。この結果から，
「今回のアンケート調査では，回答した地域包括支援センター中，自治体直営
型の割合が高かったために，ネットワークが『すでに構築されている』や『現
在，構築中である』との回答が相当多数にのぼったのではないか」という仮説
を立てるに至った。このクロス分析のみで仮説に一定の答えを導き出すことは
危険であるが，埼玉県Ａ市でおこなったインタヴュー調査において，Ａ市の２
つの地域包括支援センターはＡ市の消費生活センターや無料法律相談，社会福
祉事務所との連携をおこなうことがあるが，いずれもＡ市役所庁内に設置され
ている地域包括支援センターであることから「相談しやすい」という状況にあっ

１１ 地域包括支援センターにはブランチやサブセンターもあり，それを含めると
７，０７２か所とあるが，今回のアンケート調査ではブランチもサブセンターも対象に
含めなかったため，除外する。

１２ http:／／www.mhlw.go.jp／seisakunitsuite／bunya／hukushi_kaigo／kaigo_koureisha／
chiiki-houkatsu／dl／link２.pdf参照。この数値も，パーセンテージで表したかったが，
この資料内の円グラフの値が「自治体直営型２９．９％」「委託型７０．３％」なっており，
１００％を超えるため，それぞれ約３割，約７割と表した。
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たこと（草地２０１０b：（１２７）頁）などもあわせて考えると，まったく現実とか
け離れた仮説であるともいえないであろう。ただし，これは決して悲観的な結
論ではなく，それぞれの業務を独立しておこなっている各専門家や各機関に連
携がない場合も，権限を持った行政機関である市町村の担当部署がそれらの間
に立って調整することによって，ネットワーク構築をすることができるという
期待をはらんでいる１３。

本アンケートにおいて，次に目を引く点は，地域包括支援センターが情報提
供を受けた機関についても，問題解決にあたって協力を要請した機関について
も，民生委員に頼る割合が「本人と周辺の人々」や「地域包括支援センター内」
と同程度に高くなっているという点であった。
【表４】【表５】は消費者被害の解決に当たった際の回答であるが，高齢者の

【表４】 問１３ 問１０（消費者被害）の事例に気づいたきっかけ
（複数回答）

回答（複数回答）
ケースの％

回答数 ％

本人からの申し出 １００ ２６．７％ ３９．２％

家族・親族等からの申し出 ６２ １６．６％ ２４．３％

知人・近隣住民等からの情報提供 ３０ ８．０％ １１．８％

訪問介護員による認知 ５２ １３．９％ ２０．４％

センターの職員による認知 ２９ ７．８％ １１．４％

自治体の機関からの情報提供 １５ ４．０％ ５．９％

民生委員からの情報提供 ４１ １１．０％ １６．１％

警察からの情報提供 ６ １．６％ ２．４％

病院・医療機関等殻の情報提供 ４ １．１％ １．６％

自治体・センターによる独自調査 ４ １．１％ １．６％

ケアマネージャーによる認知（＊） ２１ ５．６％ ８．２％

金融機関からの情報提供（＊） ７ １．９％ ２．７％

その他 ３ ０．８％ １．２％

合 計 ３７４ １００．０％ １４６．７％

（＊）はアフターコード（以下同じ）
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【表５】 問１４ 問１０（消費者被害）の事例の解決にあたって
協力した人または機関（複数回答）

回答（複数回答）
ケースの％

回答数 ％

本人 １２９ １４．５％ ５０．６％

本人の家族・親族 １２７ １４．３％ ４９．８％

本人の知人 １９ ２．１％ ７．５％

本人の後見人・保佐人・補助人 ７ ０．８％ ２．７％

ヘルパー ４９ ５．５％ １９．２％

ケアマネージャー ９３ １０．５％ ３６．５％

医師・看護師・保健師 １８ ２．０％ ７．１％

センター非所属の社会福祉士 ５ ０．６％ ２．０％

その他の医療従事者 ０ ０．０％ ０．０％

老人福祉施設 ６ ０．７％ ２．４％

地方議会の議員 ０ ０．０％ ０．０％

自治体職員 ６６ ７．４％ ２５．９％

警察 ４３ ４．８％ １６．９％

消費生活センター １７３ １９．５％ ６７．８％

社会福祉協議会 ３２ ３．６％ １２．５％

上記以外の行政機関 ３ ０．３％ １．２％

民生委員 ５４ ６．１％ ２１．２％

弁護士（会） ２３ ２．６％ ９．０％

司法書士（会） １４ １．６％ ５．５％

行政書士（会） １ ０．１％ ０．４％

税理士（会） ０ ０．０％ ０．０％

社会保険労務士（会） ０ ０．０％ ０．０％

裁判所 ２ ０．２％ ０．８％

法テラス ７ ０．８％ ２．７％

金融機関 １４ １．６％ ５．５％

宗教団体 ０ ０．０％ ０．０％

その他 ２ ０．２％ ０．８％

合 計 ８８７ １００．０％ ３４７．８％
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１３ 次の課題としては，ネットワーク構築を「検討中である」とか「検討してない」
と回答している地域包括支援センターにどのような特徴があるかについて分析する
ことであろう。これらのセンターが，ネットワークの構築にどの程度の関心を持っ
ているのか，ネットワーク構築に至っていない原因はどこにあるのかについてアン
ケート結果を精査するとともに，追跡ためのインタヴュー調査などもおこなってい
かなければならない。

【表６】 問１６ 解決困難な高齢者の権利擁護にかかわる事例
が発生した場合の，すぐに協力依頼できる専門家や
機関（複数回答）

回答（複数回答）
ケースの％

回答数 ％

弁護士（会） １１９ ６．１％ ２７．０％

司法書士（会） １５３ ７．８％ ３４．７％

行政書士（会） ４６ ２．４％ １０．４％

税理士（会） ３ ０．２％ ０．７％

社会保険労務士（会） ４ ０．２％ ０．９％

消費生活センター ３００ １５．４％ ６８．０％

民生委員 ３５４ １８．２％ ８０．３％

警察 ２６６ １３．６％ ６０．３％

医師・看護師・保健師 １９０ ９．７％ ４３．１％

精神保健福祉士 ６４ ３．３％ １４．５％

センター非所属の社会福祉士 １３８ ７．１％ ３１．３％

裁判所 ３８ １．９％ ８．６％

法テラス １２３ ６．３％ ２７．９％

金融機関 ３９ ２．０％ ８．８％

自治体（＊） ６２ ３．２％ １４．１％

高齢者虐待対応チーム（＊） １１ ０．６％ ２．５％

成年後見センター（＊） ７ ０．４％ １．６％

その他 ３３ １．７％ ７．５％

合 計 １９５０ １００．０％ ４４２．２％
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権利擁護全般に対する問いでも，民生委員との協力に関する数値は高い。特に，
【表６】のように，回答者の現状について尋ねた「問１６ 貴センターだけでは
解決が困難な高齢者の権利擁護にかかわる事例が発生した場合，貴センターが
すぐに協力依頼できる特定の専門家や機関がありますか。該当するものすべて
に○をつけてください。」との問いに対する回答では，複数回答とはいえ，非
常に多くの地域包括支援センターが民生委員との連携をおこないやすいと回答
する結果となった。

このことから，高齢消費者被害救済のためのネットワーク構築には民生委員
の力が不可欠であることがわかる。そこで，改めて民生委員についてみておく
こととする。

⑵ 民生委員への期待
民生委員については，アンケート調査実施前には，高齢消費者被害救済のた

めのネットワーク構築の担い手として，あまり重要視していなかった。なぜな
らば，「民生委員には，業務の多様化や，それに伴う『なり手不足』の問題や，
特に都市部におけるプライヴァシー保護の問題もあり，現状では，すべての民
生委員にそれらを期待できるわけではない」（草地２０１０：（１２２）頁）と考えてい
たからである。そもそも，制度として民生委員という存在を知ってはいても，
実際の生活では，特に年齢が若いうちにはあまり関わることがなく，自己の居
住する地域の民生委員が，「どこの誰か」ということも知らない場合が多いで
あろう。民生委員は，身近に居ながら，とても遠い存在であるともいえる。

しかし，アンケート調査実施後には，地域包括支援センターと同様，高齢消
費者被害の予防や発見に，民生委員の力が非常に重要であると認識するに至っ
た。そこで，改めて，民生委員制度１４の概要をみておくとともに，現在の活動
状況や，今後の活動に期待することをまとめておきたい。

民生委員については，「民生委員法」に定めがある。民生委員は，「社会奉仕
の精神をもつて，常に住民の立場に立つて相談に応じ，及び必要な援助を行い，
もつて社会福祉の増進に努めるもの」（１条）１５であり，「常に，人格識見の向上

１４ リーフレット「あなたのまちの民生委員・児童委員」には，民生委員について市
民にもわかりやすくまとめられている。http:／／www２.shakyo.or.jp／zenminjiren／
pdf／topics／H２８anatanomachi_minseiiin.pdfで入手できる。
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と，その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努め」ることが期待され
ている（２条）。民生委員は，「都道府県知事の推薦によつて，厚生労働大臣が
これを委嘱する」（５条１項）が，「当該市町村の議会（特別区の議会を含む。
以下同じ。）の議員の選挙権を有する者のうち，人格識見高く，広く社会の実
情に通じ，且つ，社会福祉の増進に熱意のある者」を推薦しなければならない
（６条１項）。また，「民生委員には，給与を支給しないものとし，その任期は，
三年」とされている（１０条前段）。

民生委員の職務については，１４条１項に定められている。「住民の生活状態
を必要に応じ適切に把握しておくこと」（１号），「援助を必要とする者がその
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相
談に応じ，助言その他の援助を行うこと」（２号），「援助を必要とする者が福
祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこ
と」（３号），「社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する
活動を行う者と密接に連携し，その事業又は活動を支援すること」（４号），「社
会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他
の関係行政機関の業務に協力すること」（５号）である１６。

民生委員には，「その職務を遂行するに当つては，個人の人格を尊重し，そ
の身上に関する秘密を守り，人種，信条，性別，社会的身分又は門地によつて，
差別的又は優先的な取扱をすることなく，且つ，その処理は，実情に即して合
理的にこれを行わなければならない」こと（１５条），「その職務上の地位を政党
又は政治的目的のために利用してはならない」こと（１６条１項）などの義務が
定められているが，違反した場合も，解嘱される（１１条１項，１６条２項）のみ
で，刑事罰は定められていない。

民生委員制度の歴史的経緯１７をみると，１９１７年に岡山県で設置された済世顧
問制度が源であるとされ，今年２０１７年に制度創設１００周年を迎える。済世顧問

１５ 民間のボランティアであるが，地方公務員法３条３項２号に規定する「非常勤の
特別職の地方公務員」（都道府県）に該当すると解されている。

１６ 老人福祉法など他の法律上にも職務が定められている。
１７ 民生委員制度の歴史的経緯については，本文中に引用した金井（２０１３）の他に，山

本浩史（２０１２），本多（２０１６a），本多（２０１６b）などに詳しく紹介されているので，それ
らに譲る。
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制度の後，東京府では慈善協会の救済委員，大阪府では方面委員制度が誕生し，
同様の委員制度は約１０年で全国各地に普及した。そしてその業務は，方面委員
令（１９３６年），民生委員令（１９４６年），民生委員法（１９４８年）などの法令に基づ
いた委員活動として，現在に引き継がれている（金井２０１３：２０頁）。

民生委員法は，２０００年に大幅な改正がおこなわれた１８。まず１条において，
「常に住民の立場に立つて」活動することが確認された。これにより，現行の
生活保護法（１９５０年制定）において社会福祉の実施機関と利用者との「パイプ
役」とされた民生委員は，「住民あるいは社会福祉利用者の側へと大きくシフ
トすることとなった」（小松２００７：１２頁）と評される。次に，改正前の１０条で
は，民生委員は「名誉職」とされていたが，その文言は削除され，「給与を有
しない者」１９（小松２００２：４３頁）となり，「ほかの市民と対等な立場のボランティ
ア」となった（小松２００７：１２頁）２０。そのため，民生委員は，「公的に位置づけ
られているにもかかわらず，無報酬のボランタリーな存在である……からこそ，
選任された人々の個性が如実に反映される。民生委員・児童委員制度は，等価
交換原理が支配する市場原理の法制度の中にあって，等価交換原理を顧慮しな
い個々人の熱意と柔軟性が直接的に地域に広がっていく貴重な制度となってい
る」（平田２０１３：１０頁）と評価される。しかし，それゆえに活動するうえでの
さまざまな困難もはらんでいる。

第一に，個人情報保護の壁である。「民生委員活動の基本スタイルは家庭訪
問であ」り，「支援を要する人々との相談やコミュニケーションは，アウトリー
チとしての家庭訪問によって行われる」（金井２０１３：２１頁）。しかし，近年，こ
の家庭訪問がしづらくなっているようである。高層マンションが増えオート
ロックに阻まれて玄関まで行くことができないこと，地域との関わりが薄く訪

１８ 金井（２００８）１３頁の表１に新旧条文の対照表がまとめられている。これに済世顧問
制度や方面委員制度時代の業務等を比較対象に加えた表が金井（２０１３）２１頁に掲載さ
れている。

１９ 給与は支払われないが，交通費などのために活動費が支払われている（金井
２０１３：２３頁）。

２０ 小松（２００７）１４頁は，「『住民の立場に立つ』活動をめざした民生委員法の改正以降，
民生委員は，地域の名士が一般の人々を保護・指導していたといわれる方面委員モ
デルと対比させると，偉ぶらずほかの住民と一緒に汗を流す，昔とは違う民生委員
になろうと努めてきているように見受けられる」と説明する。
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問を希望しない家庭が増加したことなど現代社会ゆえの問題はもちろんあるが，
２００３年に制定された個人情報保護法などによって「行政からの個人情報の提供
が減少したため，要支援者にアクセスしにくくなっている」のである。しかし
これについては，２００７年に厚生労働省が「要援護者に係る情報の把握・共有及
び安否確認等の円滑な実施について」および「要援護者の支援方策について市
町村地域福祉計画に盛り込む事項」を指揮監督者たる都道府県・政令指定都
市・中核市民生主管部（局）宛に出し，民生委員への情報提供を促す通知をし
たり，２０１３年に災害対策基本法が改正され，市町村長は避難行動要援護者の情
報を本人に同意を得たうえで民生委員に提供する義務が定められたりと，対策
がとられているようである（金井２０１３：２２頁）。この背景には，２０１０年に全国
に広がった，いわゆる「高齢者の所在不明」問題や，２０１１年の東日本大震災に
おける安否確認などを契機として，民生委員の活躍が期待される場面が増えた
ことがあると思われる。

民生委員に提供される情報が増えるということは，「できない」ことが減る
代わりに情報を活用しておこなう業務が増えるということや，情報の管理に細
心の注意を払わなければならないということにもつながる。それらによる「負
担」も大きくなろう（金井２０１３：２２頁）。しかし，「個人情報は『助け，助けら
れる』という住民相互の関係性のなかで活用されてこそ，活きた情報となる」
のであり，「民生委員として支援対象者から情報を得やすくするためには，個
人情報の日常的な支援における活用方法や専門職との共有方法，管理方法の徹
底など明確な取扱いのルールを定めることも肝要である」（金井２０１３：２２頁）
とされる２１。

第二に，民生委員が，児童福祉法１６条により，児童委員を兼務しているとい
う点である。ただし，「現実的には児童分野の活動には時間を割きにくいとい
う意見や，主任児童委員２２に児童分野の活動は任せているとの発言」も聞かれ，
また，「児童委員の存在自体が地域住民に認知されていない」との指摘もなさ
れている（松原２０１３：３５頁）。

この問題については，児童委員の創設にかかる国会論議の段階から民生委員
と児童委員を分離するべきとの意見もあったようである。中村（２００５）（４７）頁に
よれば，兼務に対する主な批判は，以下の４点である。すなわち，「当時の民
生委員ですら完全な仕事が出来えない職務の多さとそれに加えた児童委員の職
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務はその使命が達成できないことを訴える批判」，「民生委員の中にも不適格者
が多く存在する現状から，将来を担う児童への関与は有給の吏員である児童委
員に求めるべきだという批判」，「民生委員の意識，活動の停滞にかかわる国の
指導責任への批判」，「利便上の兼務は児童福祉の目的を果たせないという批
判」である。

しかし，ひとり親世帯や多子世帯の問題が深刻であること，それらの世帯に
生活保護受給者が一定程度の割合で存在すること，孤立や孤独は高齢者だけの
問題ではないことなどから，「民生委員活動が活性化することは，児童委員活
動の活性化への連続性を有するものである」（松原２０１３：３６頁）とされる。ま

２１ 吉岡（２０１２）２４頁は，民生委員として活動した経験から，見守り対象者の家族など
の連絡先は「まさしく個人情報にも関わることなので無理に聞くこともできない。
地道に長いスパンの中で次第に心を開いて初めて聞くことができる部分もある。問
題は，民生委員として対象者の家庭生活の中にどこまで立ち入り関与できるのか迷
うところである。無理に家庭内のプライバシーに入り込むことは避けなければなら
ない。そこで，行政に生年月日等住民登録上のデータを提供するよう民生委員から
行政へ求めても，行政は個人情報についてたとえ民生委員であってもそのデータを
提供することはできない」とするほか，見守り対象者である高齢者は６５歳以上だが，
見守りが不要なほど元気な人も多く「果たしてこのような人にも援助が必要なのだ
ろうか」との疑問を呈している。そのうえで，「解決策の一つとして，筆者は私見
ではあるが，自己の個人情報を開示した上で支援を希望する人の申込み制にしては
どうか，そしてその申込みの適否を審査して決める，ということにすれば，本当に
支援を必要とする人にのみ集中してきめ細かく援助できると思う」という。確かに，
民生委員の業務には苦労も多いであろうし，このような方策を取れば効率的に業務
をこなすことはできよう。しかし，これなら，民間の事業が見守り業務をおこなっ
てもよいのではないか。希望者の申込み制だと，恥ずかしいとか面倒だという理由
で申請しない人，急に病を得て元気がなくなり援助を必要とする人などに対応する
ことができない。民生委員を経験した人々からこのような意見をたくさん収集する
ことは重要ではあるが，現行の民生委員制度の良さを損なうようなシステムの改変
であってはならない。民生委員法に定められ，住民の立場に立って働く，非常勤の
特別職の地方公務員であるからこそ，自ら出かけて行って，地域に住むすべての
人々が安心して生活できるよう手助けすることができるのである。

２２ 主任児童委員は，１９９４年に，「少子化が進行するなかで子育て支援の必要性が高
まったことから，従来の児童委員活動を強化する目的で創設」（小松２００２：４４頁）
されたが，法改正には及んでいなかったところ，２００１年の児童福祉法の改正時に同
法に主任児童委員に関する記述が加えられて職務も拡充した（小松２００２：４３頁）。
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た，「２０１６年１１月に制度創設１００周年に向けて全国民生委員児童委員連合会が公
表した「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員
会中間報告」２３（以下，「中間報告」という。）においても，民生委員が児童委員
を兼ねることのさまざまな意義が示されている（中間報告：２０頁）。これらの
ことから，主任児童委員との連携をより強固にするなどの対策を講じながら，
今後も民生委員と児童委員とは兼務されていくこととなろう。

これらの難しい職務を負うことから，民生委員の「なり手不足」が問題となっ
ている。この難題を解決することができれば，民生委員がやりがいをもって職
務に専念することもできるようになろう。

そのためには，まず，「民生委員は大変」とのイメージを払拭することが火
急に必要である。民生委員の「やりがいと等身大の活動をPRし」（金井２０１３：
２４頁），「笑顔でできる民生委員活動」（中間報告：２６頁）といった明るいイメー
ジを広めていくことが大切であろう。

次に，「なり手」確保の方法を改善する必要があろう。３年に１度改選され
るたびにこの問題に直面しなければならず，欠員が生じている地区もある。金
井（２０１３）２４頁は，ひとつの試案を示している。それは，養成講座を開講するこ
とである。「近年，市民後見人養成研修など公的な社会貢献活動への参加に熱
心な人も増えて」おり，「委嘱を一方的に依頼されるのは嫌だが，すすんで委
嘱を受けて活動した人は少なからずいる」との考えからである。「改選の２年
ほど前から養成講座を開講して，新任研修で学ぶ内容と同じカリキュラムを学
習し，修了者で民生委員に委嘱された場合は新任研修を免除するなど工夫」す
ることで，団塊の世代などを呼び込み，「この世代が民生委員として地域デ
ビューして，地域との関わりをもちながら生活することの大切さややりがいを
実感」すると，さらに「なり手」が広がっていくのではないかと期待される２４。
中間報告：２７頁においても，「委員候補者の選任方法の多様化」が必要である

２３ http:／／www２.shakyo.or.jp／zenminjiren／pdf／news／arikata_chukan.pdf
２４ 「なり手問題」を解消するためには，民生委員を有償化するという議論もある（水

野１９９５，後山２００６）。しかし，そもそも無報酬を前提として創設された制度である
こと，また，有償にするからにはそれなりの負担や責任を民生委員に負わせること
になることから，慎重にならざるをえない。有償化するためには，そもそも制度設
計を根本から見直す必要があろう。
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とされている。
また，民生委員となったあとも，安心して職務を遂行することができるよう，

定期的に研修を受けられ，十分なフォローアップがなされること（中間報告：
３４頁），そして，各民生委員の負担を減らしてきめ細かい活動ができるよう，
「１区域複数委員担当制」の導入を検討することも必要となろう（中間報告：
３２頁）。

以上，民生委員制度の現状と問題点をみてきた。民生委員は高齢者のことば
かり見守っていればよいわけではなく，しかも，消費者被害よりは高齢者や児
童に対する身体的虐待の発見や救済の方が優先されるかもしれない。とはいえ，
専門家ではなく一市民である民生委員が，地域の人々の困りごとの最初の窓口
として機能することができる制度運営がおこなわれれば，そこから各種専門職
へとつながっていき，ワンストップサービスでの解決に向かっていけるのでは
ないであろうか。今後は，地域包括支援センターのみならず，民生委員に対し
てもインタヴュー調査をおこない，高齢消費者被害の救済について，民生委員
がネットワークの中でどのような関わりを持っていくことが望ましいかを検討
し続ける必要がある。

Ⅳ おわりに

「消費者契約法の一部を改正する法律」が第１９０回国会において成立し，２０１６
年６月３日に公布された。消費者契約法は，２００６年と２００８年に手続法部分に関
する重要な改正がおこなわれたが，実体法部分に関する改正は初めてとなる。
この改正法は，一部の規定を除いて，２０１７年６月３日から施行される予定である。

この改正において新設される４条４項２５は，「過量な内容の消費者契約の取消
し」を定める２６。改正要綱２７によれば，この規定により，「消費者は，事業者が
消費者契約の締結について勧誘をするに際し，物品，権利，役務その他の当該

２５ 改正前の４条４項は，４条５項となる。
２６ 改正後の消費者契約法の条文はhttp:／／www.caa.go.jp／policies／policy／consumer_

system／consumer_contract_act／pdf／consumer_contract_act_０００３.pdfを参照。
２７ http:／／www.caa.go.jp／policies／policy／consumer_system／consumer_contract_

act／pdf／consumer_contract_act_０００２.pdf
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消費者契約の目的となるものの分量，回数又は期間（以下「分量等」という。）
が当該消費者にとっての通常の分量等（消費者契約の目的となるものの内容及
び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状
況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的とな
るものの分量等として通常想定される分量等をいう。）を著しく超えるもので
あることを知っていた場合等において，その勧誘により当該消費者契約の申込
み又はその承諾の意思表示をしたときは，これを取り消すことができる」よう
になる。

着物や羽毛布団などの次々販売や，過剰なリフォーム契約による被害を防止
するための規定であり，「できるかぎり客観的な要件をもって明確に」（山本敬
三２０１６：７頁）要件が定められている。

そもそも，この規定を置くにあたっては，「高齢者をはじめとして，当該契
約を締結するか否かを合理的に判断することができない事情がある消費者が，
事業者にその事情を利用されて，不必要な契約を締結させられたという被害が
多発しているという現状」があることから（山本敬三２０１６：７頁），それに対
応する内容を盛り込むことが検討された（宮下２０１６：３９頁）。しかし，「こうし
た被害に対応するとしても，どのような場合がそこに含まれるかが判然としな
ければ，取引実務の混乱を招きかねず，当該規定が適用される可能性のある取
引を事業者が回避することになり，かえって消費者にとって不利益になりかね
ないことも指摘された」（山本敬三２０１６：７頁）ことから，今回の改正におい
ては，「過量な内容の消費者契約」という，より客観的で明確な要件のみが採
用され，高齢者等の判断能力の不足や弱みにつけ込んで合理的な判断をするこ
とができない事情を利用して契約を締結するという要件の採用は見送られ，今
後の検討課題とされた（山本敬三２０１６：７頁，宮下２０１６：４１頁）２８。

消費者契約法や特定商取引法の改正など，消費者被害に対する法的救済が手
厚くなりつつあり，差止請求だけでなく損害賠償請求までも団体訴訟によって
おこなえるよう制度が整備され，運用が開始された２９。とはいえ，上述の消費
者契約法改正内容にみるように，高齢者に特別な法的保護が与えられることは

２８ 改正の経緯については，本文中にあげた山本敬三（２０１６）や宮下（２０１６）など，「特
集 消費者契約法の改正」（法律時報８８巻１２号４―７２頁）に詳細がまとめられている。
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非常に難しいといわざるをえない。さらには，これまで繰り返し述べてきたよ
うに，どんなに優れた法律や手続きが用意されても，効果的に利用されなけれ
ば，消費者を十分に保護することはできない。とりわけ，特有の問題を抱えた
高齢消費者の保護は困難であろう。

結局のところ，高齢消費者の保護や救済に必要なのは，制度整備がなされる
のはもちろんであるが，高齢者とそこまでをつなぐ支援である。高齢者の周辺
におり，こまめに目を配り気を配ることのできる支援者が必要である。そのた
めに，すでにみた地域包括支援センター（草地２０１０a，草地２０１０b）や，本稿
で検討した民生委員の協力を得なければならないが，それらの支援者に対して，
行政や法律専門職によるフォローがより重要である。法律や，手続きに明るく
ない支援者に対するフォローを，専門的知識，財政，権限などあらゆる分野で
おこなう体制をつくることこそが，高齢消費者被害救済のためのネットワーク
づくりなのである。

今後は，消費者契約法のさらなる改正を見つつ，全国で構築されつつある
ネットワークを，精神保健福祉士や医療ソーシャルワーカー（MSW）３０などの
医療系専門職などをも巻き込んで，より恒常的かつ実効性の高いものにしてい
くための方策を練り，いまだネットワーク構築の進んでいない地域などに情報
提供をしていかなければならない３１。

２９ ２０１６年１０月より団体訴訟における損害賠償請求がおこなえるようになったが，
２０１６年末でこの業務がおこなえる特定適格消費者団体は１団体が認定されているの
みである。最新情報はhttp:／／www.caa.go.jp／policies／policy／consumer_system／col-
lective_litigation_system／about_qualified_consumer_organization／list_of_specified
_organizations／で確認できる。

３０ 基本集計表１３４頁の「問７ 問５で『センターが本人・家族や外部の専門家・機
関と協力して対応』した場合の，協力した専門家・機関」においても，アンケート
作成時には予想しない数のMSWという回答があったため，新しい選択肢として追
加した。このことからもMSWは患者に身近な存在であり，ネットワークを担う専
門職として重要な位置を占めると考えている。MSWに関する法律はないが，１９８９
年に厚生省健康政策局長通知として「医療ソーシャルワーカー業務指針」が示され
ている（https:／／www.jaswhs.or.jp／images／pdf／gyoumusisin_１９８９.pdf，２００２年に
厚生労働省健康局長通知により改正http:／／www.jaswhs.or.jp／upload／Img_PDF／
１８３_Img_PDF.pdf?id=０１０５１９０５０８）。

８７高齢消費者被害救済の現状と展望
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